
令和３年度配布チェックシート案図書類販売業者の皆様へ

　

　

　

②有害図書類は販売していますか？　　

            店舗内で有害図書類を販売・陳列していますか。
          販売・陳列している場合、「１８歳未満は購入できない」
        旨の掲示をしていますか。

チェック

③区分陳列していますか？　　

            有害図書類を販売・陳列している場合、区分陳列によ   
        り、他の書籍等と区別していますか。（区分陳列の方法
        については、別紙を参照願います。）
            →  ②、③については県知事が当該店舗に対して改善を命じ                
                                          ることができます。これに従わないと１０万円以下の罰金
                                          となる場合があります。 
　　　　　　　　
　　　　　　　

チェック

①有害図書類をご存じですか？　　

            有害図書類とは「青少年の健全な育成を阻害するおそれの  
        あるもの」のことです。
          御存知でしたか？（詳細は別紙を参照願います。）
         　　　　　　　

チェック

④年齢確認をしていますか？　　

            有害図書類を販売する場合、相手方が青少年（１８歳 
         未満の者）であるかどうかの確認をしていますか。   
         ※ 明らかに成人である場合は除きます。
         → これに違反して青少年に有害図書類を販売すると
          ２０万円以下の罰金となる場合があります。　　
　　　　　　　

　

チェック

　秋田県青少年の健全育成と環境浄化に関する条例では、青少年（１８歳未
満）の健全な育成を図るため、いわゆる「有害図書類」の陳列方法や販売方法
を規定しております。
 図書類等販売業者の皆様におかれましては、下記のチェック表を活用し、
適正な陳列・販売を行っていただきますようお願いいたします。       


